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(
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告

示

青
森
県
告
示
第
百
五
十
八
号

生
活
保
護
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指

定
医
療
機
関
か
ら
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
二
第
二
号
の
規
定
に

よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
八
年
三
月
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
百
五
十
九
号

生
活
保
護
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
四
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
医
療
扶
助

の
た
め
の
医
療
を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
二
第
一

号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
八
年
三
月
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
百
六
十
号

生
活
保
護
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
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名
称
又
は
氏
名

所
在
地
又
は
住
所

廃
止
年
月
日

名
川
町
国
民
健
康
保
険
名
川
病
院

苫
米
地
レ
デ
ィ
ー
ス
ク
リ
ニ
ッ
ク

ゆ
り
の
木
薬
局
ぬ
か
づ
か
店

あ
す
か
調
剤
薬
局

三
戸
郡
名
川
町
大
字
平
字
虚
空
蔵
二

九八
戸
市
大
字
沢
里
字
下
沢
内
三
六
の

一八
戸
市
大
字
糠
塚
字
下
道
七
の
二
七

弘
前
市
大
字
駅
前
町
一
三
の
一

扶

岳
ビ
ル
一
〇
一

平
成
��

･

��･

��

〃��･

�･

��

��･

�･

�

名
称
又
は
氏
名

所
在
地
又
は
住
所

指
定
年
月
日

南
部
町
国
民
健
康
保
険
名
川
病
院

苫
米
地
レ
デ
ィ
ー
ス
ク
リ
ニ
ッ
ク

三
戸
郡
南
部
町
大
字
平
字
虚
空
蔵
二

九八
戸
市
大
字
沢
里
字
下
沢
内
三
六
の

一

平
成
��･

�･

�

〃

�
�
�
�
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定
医
療
機
関
か
ら
休
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
二
第
二
号
の
規
定
に

よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
八
年
三
月
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
百
六
十
一
号

身
体
障
害
者
福
祉
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
八
十
三
号)

第
十
七
条
の
四
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
、
次
の
と
お
り
身
体
障
害
者
居
宅
生
活
支
援
事
業
を
行
う
者
を
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
十

七
条
の
二
十
三
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
十
八
年
三
月
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
百
六
十
二
号

知
的
障
害
者
福
祉
法

(

昭
和
三
十
五
年
法
律
第
三
十
七
号)

第
十
五
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
次
の
と
お
り
知
的
障
害
者
居
宅
支
援
事
業
を
行
う
者
を
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
十
五
条
の
二

十
三
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
十
八
年
三
月
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
百
六
十
三
号

児
童
福
祉
法(

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号)

第
二
十
一
条
の
十
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
と
お
り
児
童
居
宅
生
活
支
援
事
業
を
行
う
者
を
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
一
条
の
二
十
三

第
一
号
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
十
八
年
三
月
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青 森 県 報平成18年３月６日 月曜日 第2599号 �

名
称
又
は
氏
名

所
在
地
又
は
住
所

休
止
年
月
日

碇
皮
膚
科
医
院

青
森
市
浪
打
一
丁
目
三
の
九

平
成
��

･

�･

�

指
定
居
宅
支
援
事
業
者

身
体
障
害
者
居
宅
生
活
支
援
事

業
を
行
う
事
業
所

名

称

主
た
る
事
務
所

の
所
在
地

身
体
障
害

者
居
宅
支

援
の
種
類

名

称

所

在

地

指

定

年
月
日

有
限
会
社
サ

ン
ラ
イ
ズ

五
所
川
原
市
大
字

漆
川
字
袖
掛
一
五

一
の
一
一

居
宅
介
護

等
事
業

訪
問
介
護
事

業
所
あ
お
ぞ

ら

五
所
川
原
市
大
字

漆
川
字
袖
掛
一
五

一
の
一
一

平
成

��

･

�･
�

有
限
会
社
ヒ

マ
ワ
リ

青
森
市
古
川
三
丁

目
一
九
の
一

居
宅
介
護

等
事
業

訪
問
介
護
セ

ン
タ
ー
ヒ
マ

ワ
リ

青
森
市
古
川
三
丁

目
一
九
の
一

〃

指
定
居
宅
支
援
事
業
者

知
的
障
害
者
居
宅
支
援
事
業
を

行
う
事
業
所

名

称

主
た
る
事
務
所

の
所
在
地

知
的
障
害

者
居
宅
支

援
の
種
類

名

称

所

在

地

指

定

年
月
日

有
限
会
社
サ

ン
ラ
イ
ズ

五
所
川
原
市
大
字

漆
川
字
袖
掛
一
五

一
の
一
一

居
宅
介
護

等
事
業

訪
問
介
護
事

業
所
あ
お
ぞ

ら

五
所
川
原
市
大
字

漆
川
字
袖
掛
一
五

一
の
一
一

平
成

��

･

�･

�

特
定
非
営
利

活
動
法
人
四

木
の
郷

上
北
郡
六
戸
町
大

字
犬
落
瀬
字
四
木

七
七
の
一
八
五

デ
イ
サ
ー

ビ
ス
事
業

知
的
障
害
者

デ
イ
サ
ー
ビ

ス
セ
ン
タ
ー

四
木
の
郷

上
北
郡
六
戸
町
大

字
犬
落
瀬
字
四
木

七
七
の
一
八
五

〃

社
会
福
祉
法

人
藤
聖
母
園

青
森
市
奥
野
三
丁

目
七
の
一

地
域
生
活

援
助
事
業

第
四
ヨ
ゼ
フ

ハ
ウ
ス

青
森
市
奥
野
二
丁

目
二
六
の
一
七

〃

特
定
非
営
利

活
動
法
人
障

害
者
地
域
生

活
支
援
セ
ン

タ
ー
ぴ
あ

八
戸
市
東
白
山
台

三
丁
目
二
一
の
二

五

地
域
生
活

援
助
事
業

グ
ル
ー
プ
ホ

ー
ム

｢

お
お

ぞ
ら｣

三
沢
市
泉
町
一
丁

目
一
一
七
の
一
〇

六

〃

社
会
福
祉
法

人
み
ち
の
く

福
祉
会

む
つ
市
大
字
奥
内

字
大
室
平
九
一
の

一

地
域
生
活

援
助
事
業

グ
ル
ー
プ
ホ

ー
ム
陽
ま
わ

り
荘

む
つ
市
下
北
町
一

二
の
一
七

〃

社
会
福
祉
法

人
豊
寿
会

八
戸
市
大
字
妙
字

分
枝
二
七
の
一

地
域
生
活

援
助
事
業

ソ
フ
ィ
ア

八
戸
市
大
字
妙
字

分
枝
三
三
の
三

〃
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青
森
県
告
示
第
百
六
十
四
号

農
林
水
産
大
臣
か
ら
、
次
の
と
お
り
森
林
に
つ
い
て
保
安
林
の
指
定
を
解
除
し
よ
う
と
す
る
旨
の

通
知
が
あ
っ
た
の
で
、
森
林
法

(
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
三
十
条
の
規
定
に
よ

り
告
示
す
る
。

平
成
十
八
年
三
月
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

解
除
予
定
保
安
林
の
所
在
場
所

上
北
郡
七
戸
町
字
八
栗
平
六
五
の
三

(

次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。)

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

水
源
の
か
ん
養

三

保
安
林
を
解
除
し
よ
う
と
す
る
理
由

指
定
理
由
の
消
滅

(
｢

次
の
図｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
青
森
県
農
林
水
産
部
林
政
課
及
び
七
戸
町
役
場
に
備

え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

青
森
県
告
示
第
百
六
十
五
号

国
土
地
理
院
長
か
ら
、
次
の
と
お
り
基
本
測
量
を
実
施
し
た
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
の
で
、
測
量
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号)

第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
十
八
年
三
月
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

作
業
種
類

基
本
測
量

(

ジ
オ
イ
ド
測
量)

二

作
業
期
間

平
成
十
七
年
八
月
一
日
か
ら
平
成
十
八
年
一
月
三
十
一
日
ま
で

三

作
業
地
域

青
森
市

五
所
川
原
市

む
つ
市

東
津
軽
郡
平
内
町
、
今
別
町
、
外
ヶ
浜
町

西
津
軽
郡
鰺
ケ
沢
町

上
北
郡
野
辺
地
町
、
六
ケ
所
村

下
北
郡
東
通
村

公

告

県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
変
更
の
決
定

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
八
十
七
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

平
舘
地
区
の
県
営
土
地
改
良
事
業

(

中
山
間
地
域
総
合
整
備
事
業

(

農
業
用
用
排
水
施
設
整
備)

)

計
画
を
変
更
し
た
の
で
、
同
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
八
十
七
条
第
五
項
の
規
定
に
よ

り
公
告
し
、
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
八
年
三
月
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

縦
覧
に
供
す
る
書
類

土
地
改
良
事
業
計
画
書
の
写
し

二

縦
覧
の
期
間

平
成
十
八
年
三
月
七
日
か
ら
同
年
四
月
四
日
ま
で

三

縦
覧
の
場
所

外
ヶ
浜
町
役
場

青 森 県 報������	
� 	�� 第2599号

指
定
居
宅
支
援
事
業
者

児
童
居
宅
生
活
支
援
事
業
を

行
う
事
業
所

名

称

主
た
る
事
務
所

の
所
在
地

児
童
居
宅

支
援
の
種

類

名

称

所

在

地

指

定

年
月
日

有
限
会
社
サ

ン
ラ
イ
ズ

五
所
川
原
市
大
字

漆
川
字
袖
掛
一
五

一
の
一
一

居
宅
介
護

等
事
業

訪
問
介
護
事

業
所
あ
お
ぞ

ら

五
所
川
原
市
大
字

漆
川
字
袖
掛
一
五

一
の
一
一

平
成

��

･

�･

�

� �
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土
地
区
画
整
理
組
合
の
解
散
の
認
可

土
地
区
画
整
理
法

(

昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
九
号)

第
四
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、

青
森
市
浜
田
土
地
区
画
整
理
組
合
の
解
散
を
平
成
十
八
年
二
月
二
十
七
日
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第

五
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
八
年
三
月
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了

次
の
と
お
り
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
都
市
計
画
法

(

昭
和
四
十
三
年
法
律

第
百
号)

第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
八
年
三
月
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

出

先

機

関

十
和
田
県
土
整
備
事
務
所
告
示
第
三
号

建
築
基
準
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号)

第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
と
お
り
道
路
の
位
置
を
指
定
し
た
の
で
、
青
森
県
建
築
基
準
法
施
行
細
則

(

昭
和
三
十
六
年
二

月
青
森
県
規
則
第
二
十
号)

第
十
七
条
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
青
森
県
県
土
整
備
部
建
築
住
宅
課
、
十
和
田
県
土
整
備
事
務
所
及
び

三
沢
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
八
年
三
月
六
日

十
和
田
県
土
整
備
事
務
所
長

小
田
部

幸

夫

選
挙
管
理
委
員
会

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
二
十
八
号

政
治
資
金
規
正
法

(

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号)

第
十
八
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
お

い
て
適
用
さ
れ
る
同
法
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
政
治
団
体
の
収
支
報
告
書
の
要
旨
を
、
同

法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
十
八
年
三
月
六
日

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

川

村

能

人

政
治
団
体
の
収
支
報
告
書
の
要
旨

１
期
間
平
成
17年
～
平
成
18年

(平
成
17年
12月
11日
開
催
分
)

２
収
支
報
告
書
の
要
旨

青 森 県 報平成18年３月６日 月曜日 第2599号 �

開
発
区
域

(

工
区)

に
含
ま
れ
る

地
域
の
名
称

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所

及
び
氏
名

(
名
称)

中
津
軽
郡
岩
木
町
大
字
一
町
田
字
早
稲
田
七

六
九
の
六

中
津
軽
郡
岩
木
町
大
字
一
町
田
字
早
稲
田
七

七
〇
の
二

東
北
物
産
株
式
会
社

位

置

延

長

幅

員

指

定

年
月
日

三
沢
市
古
間
木
二
丁
目
一
七
七

の
一
〇

四
三
・
〇
三
メ
ー
ト

ル

六
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル

平
成

��･

�･

��

� �



� �

(
)

8
2

6

2
,
4
6
0
,
0
0
0

2
,
4
6
0
,
0
0
0

2
,
4
6
0
,
0
0
0

2
,
4
6
0
,
0
0
0

5
,
0
7
2
,
9
6
3

5
,
0
7
2
,
9
6
3

7
,
3
8
7
,
0
3
7

2
,
4
6
0
,
0
0
0

(１
)
事
業
収
入
の
内
訳

(２
)
特
定
パ
ー
テ
ィ
ー
の
概
要

青 森 県 報������	
� 	�� 第2599号

政
治
団
体
の
名
称

事
業

の
種

類
金
額
(円
)

山
崎
力
君
を
囲
む
会
政
治
資
金
パ
ー
テ
ィ
ー
(山
崎
力
君
を
囲
む
会
)

12,460,000

政
治
団
体
の
名
称

特
定
パ
ー
テ
ィ
ー

の
名

称
対
価
に
係
る
収

入
の
金
額
(円
)
対
価
の
支

払
を
し
た

者
の
数

特
定
パ
ー

テ
ィ
ー
の

開
催
場
所

山
崎
力
君
を
囲
む
会
山
崎
力
君
を
囲
む
会

12,460,000
700

青
森
市

� �



� �青 森 県 報平成18年３月６日 月曜日 第2599号 �� �

(

発
行
所
・
発
行
人)

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(
印
刷
所
・
販
売
人)

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
一
銭

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行


